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政
令
第

号

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の
設
立
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
七
条
第
三
号
、
第
十
八
条
第
一

項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
七
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
及
び
附
則
第
十
二
項
並
び
に
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
十
一
号
）
附
則
第
六
条
第
八

項
及
び
第
九
項
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
―
第
十
二
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
十
三
条
―
第
十
五
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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す
る
。

第
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
又
は
こ
の
政
令
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
及
び
財
務
大
臣
」
を
「
若
し
く
は
通
則
法
又
は
こ
の
政
令
に
基

づ
き
主
務
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
国
土
交
通
大
臣
又
は
財
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
法
第
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
信

用
保
証
協
会
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
法
第
四
章
及
び
基
金
に
係
る
通
則
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権

限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
通
則
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
国
土
交
通
大
臣
又
は
財

務
大
臣
」
を
「
主
務
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
等
に
納
付
す
べ
き
額
の
算
定
方
法
）

第
十
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三

号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
以

下
「
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
等
に
納
付
す
べ
き
額
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
に
規
定
す
る
残
余
の
額
に
百
分
の
九
十
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を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
等
に
納
付

す
べ
き
額
を
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
国
庫
及
び
基
金
に
出
資
し
た
地
方
公
共
団
体
に
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫

等
に
納
付
す
べ
き
額
を
政
府
及
び
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
金
の
額
に
応
じ
て
按
分
す
る
も
の
と
す
る
。

あ
ん

３

前
項
に
規
定
す
る
出
資
金
の
額
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
等
に
納
付
す
べ
き
額
を
生
じ
た
事
業
年
度
の
開
始
の

日
に
お
け
る
政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
出
資
金
の
額
（
同
日
後
当
該
事
業
年
度
中
に
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
か

ら
基
金
に
出
資
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
出
資
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
事
業
年
度

の
日
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
出
資
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
額
）
と
す
る
。

（
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

第
十
一
条

基
金
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
等
に
納
付
す
べ
き
額
を
生
じ
た
と
き
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
国
庫
及
び
基
金
に
出
資
し
た
地
方

公
共
団
体
に
納
付
す
る
金
銭
（
以
下
「
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
当
該
事
業
年
度
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
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照
表
、
当
該
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
当
該
納
付
金
の
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
当

該
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
及
び
基
金
に
出
資
し
た
地
方
公
共
団
体
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
付
金
の
納
付
期
限
）

第
十
二
条

納
付
金
は
、
当
該
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
十
一
条
を
加
え
る
。

（
国
庫
に
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
十
三
条

国
庫
に
納
付
す
る
納
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
納
付
金
の
額
を
政

府
の
一
般
会
計
及
び
産
業
投
資
特
別
会
計
産
業
投
資
勘
定
か
ら
の
出
資
金
の
額
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
政

あ
ん

府
の
一
般
会
計
及
び
産
業
投
資
特
別
会
計
産
業
投
資
勘
定
に
帰
属
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
出
資
金
の
額
は
、
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
等
に
納
付
す
べ
き
額
を
生
じ
た
事
業
年
度
の
開
始
の

日
に
お
け
る
政
府
の
一
般
会
計
及
び
産
業
投
資
特
別
会
計
産
業
投
資
勘
定
か
ら
の
出
資
金
の
額
（
同
日
後
当
該
事
業
年
度

中
に
政
府
の
一
般
会
計
又
は
産
業
投
資
特
別
会
計
産
業
投
資
勘
定
か
ら
基
金
に
出
資
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
出
資
が
あ
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つ
た
日
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
の
日
数
を
当
該
事
業
年
度
の
日
数
で
除
し
て
得
た
数
を
当
該
出
資
の
額
に
乗
じ

て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
額
）
と
す
る
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
形
式
）

第
十
四
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
は
、
無
記
名
利
札
付
き
と
す
る
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
の
方
法
）

第
十
五
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
は
、
募
集
の
方
法
に
よ
る
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
申
込
証
）

第
十
六
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
募
集
に
応
じ
よ
う
と
す
る
者
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
申
込
証
に
そ
の
引
き

受
け
よ
う
と
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
数
及
び
住
所
を
記
載
し
、
こ
れ
に
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
社
債
等
振
替
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
振
替
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
」
と
い
う
。
）
の
募

集
に
応
じ
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
記
載
事
項
の
ほ
か
、
自
己
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
当
該
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
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の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
「
振
替
口
座
」
と
い
う
。
）
を
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
申
込
証

に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
申
込
証
は
、
基
金
が
作
成
し
、
こ
れ
に
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
名
称

二

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
総
額

三

各
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
金
額

四

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
利
率

五

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
償
還
の
方
法
及
び
期
限

六

利
息
支
払
の
方
法
及
び
期
限

七

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
の
価
額

八

社
債
等
振
替
法
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

九

社
債
等
振
替
法
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
き
は
、
無
記
名
式
で
あ
る
旨

十

募
集
又
は
管
理
の
委
託
を
受
け
た
会
社
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商
号
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（
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
引
受
け
）

第
十
七
条

前
条
の
規
定
は
、
政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
を
引
き
受
け
る
場
合
又
は
奄
美

群
島
振
興
開
発
債
券
の
募
集
の
委
託
を
受
け
た
会
社
が
自
ら
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
を
引
き
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は

、
そ
の
引
き
受
け
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
を
引
き
受
け
る
政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
振
替
奄

美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
募
集
の
委
託
を
受
け
た
会
社
は
、
そ
の
引
受
け
の
際
に
、
振
替
口
座
を
基
金
に
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
成
立
の
特
則
）

第
十
八
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
応
募
総
額
が
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
総
額
に
達
し
な
い
と
き
で
も
奄
美
群
島

振
興
開
発
債
券
を
成
立
さ
せ
る
旨
を
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
申
込
証
に
記
載
し
た
と
き
は
、
そ
の
応
募
総
額
を
も
つ
て

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
総
額
と
す
る
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
払
込
み
）

第
十
九
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
募
集
が
完
了
し
た
と
き
は
、
基
金
は
、
遅
滞
な
く
、
各
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
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に
つ
き
そ
の
全
額
の
払
込
み
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
券
の
発
行
）

第
二
十
条

基
金
は
、
前
条
の
払
込
み
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
債
券
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
に
つ
き
社
債
等
振
替
法
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
、
又
は
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
応
募

若
し
く
は
引
受
け
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
応
募
若
し
く
は
引
受
け
に
際
し
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
に
つ
き
社
債
等

登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

各
債
券
に
は
、
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
番
号
を
記

載
し
、
基
金
の
理
事
長
が
こ
れ
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
原
簿
）

第
二
十
一
条

基
金
は
、
主
た
る
事
務
所
に
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
原
簿
を
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
原
簿
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
の
年
月
日

二

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
数
（
社
債
等
振
替
法
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
き
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
数
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及
び
番
号
）

三

第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項

四

元
利
金
の
支
払
に
関
す
る
事
項

（
利
札
が
欠
け
て
い
る
場
合
）

第
二
十
二
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
を
償
還
す
る
場
合
に
お
い
て
、
欠
け
て
い
る
利
札
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
相
当

す
る
金
額
を
償
還
額
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
支
払
期
が
到
来
し
た
利
札
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
利
札
の
所
持
人
が
こ
れ
と
引
換
え
に
控
除
金
額
の
支
払
を
請
求
し
た
と
き
は
、
基
金
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
の
認
可
）

第
二
十
三
条

基
金
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
募
集
の
日
の
二
十
日
前
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
を
必
要
と
す
る
理
由
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二

第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
募
集
の
方
法

四

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額

五

第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
債
券
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
項

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
し
よ
う
と
す
る
奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
申
込
証

二

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
発
行
に
よ
り
調
達
す
る
資
金
の
使
途
を
記
載
し
た
書
面

三

奄
美
群
島
振
興
開
発
債
券
の
引
受
け
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

第
七
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
を
削
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
業
務
を
委
託
す
る
金
融
機
関
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
十
条
の
三
第
十
項
」
を
「

法
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
五
条
の
二
を
削
る
。

第
五
条
中
「
法
第
十
条
の
二
第
八
項
第
五
号
」
を
「
法
第
十
七
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。
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第
四
条
中
「
第
一
条
の
三
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
三
条
の
二
を
第
六
条
と
し
、
第
三
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
を
第
四
条
と
し
、
第
一
条
の
三
を
第
三
条
と
し
、
第
一

条
の
二
を
第
二
条
と
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
七
条

基
金
又
は
基
金
の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
）
は
、
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
庫
等
若

し
く
は
公
庫
等
又
は
特
定
公
庫
等
役
員
若
し
く
は
公
庫
等
職
員
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

12
一

農
林
畜
水
産
物
の
加
工
度
の
高
い
工
業

二

産
業
の
振
興
開
発
に
係
る
交
通
運
輸
業

三

産
業
の
振
興
開
発
に
寄
与
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
の
造
成
事
業
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四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
産
業
の
振
興
開
発
の
た
め
特
に
必
要
な
事
業
で
国
土
交
通
大
臣
及
び
財
務
大
臣
の

指
定
す
る
も
の

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
二
百
三
十
九
号
）
の
項
中
「
第
十
三
条
及

び
第
十
四
条
」
を
「
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
七
十
五
号
か
ら
第
七
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
十
五
か
ら
七
十
七
ま
で

削
除

第
九
条
の
四
第
三
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
九

削
除

（
自
衛
隊
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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第
四
条

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

削
除

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
を
削
る
。

一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
四
十
三
条
第
二
項
第
四
号

二

国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
公
法
人
を
定
め
る

政
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
本
則

三

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
一
条

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
二
号
中
「
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
」
の
下
に
「
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
を
加
え
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、
同
表
第
八
号
中
「
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
」
を
削
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
及
び
財
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
を
「
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
に
改

め
る
。

一

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
四
十
三
条
第
四
項
第
四
号

二

財
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

（
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の
項
を
削
る
。

（
官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

官
公
需
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
及
び
独
立
行
政
法
人
メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
独
立
行
政
法
人
メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
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セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
を

削
る
。

（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
第
二
号
中
「
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
」
の
下
に
「
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
を
加

え
、
同
項
第
八
号
中
「
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
」
を
削
る
。

（
国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
二

年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
」
の
下
に
「
、
独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
を
加
え
、
第
八
号

中
「
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
、
」
を
削
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）
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第
十
二
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
の
表
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
項
中
「
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
を
「
独
立
行
政
法
人
奄

美
群
島
振
興
開
発
基
金
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
表
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
の
項
中
「
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の
」
を
「
独
立
行
政
法
人
奄
美

群
島
振
興
開
発
基
金
の
」
に
改
め
る
。

第
二
章

経
過
措
置

（
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
十
三
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
八
項
の
評
価
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
及
び
財
務
大
臣
が
任

命
す
る
。

一

財
務
省
の
職
員

二
人

二

国
土
交
通
省
の
職
員

一
人

三

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
金
」
と
い
う
。
）
の
役
員
（
基
金
が
成
立
す
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る
ま
で
の
間
は
、
基
金
に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
設
立
委
員

）

一
人

四

学
識
経
験
の
あ
る
者

二
人

２

改
正
法
附
則
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
は
、
同
項
の
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

改
正
法
附
則
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
特
別
地
域
振
興

課
及
び
財
務
省
大
臣
官
房
政
策
金
融
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
基
金
の
解
散
の
登
記
の
嘱
託
等
）

第
十
四
条

改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
（
以
下
「
旧
基
金
」
と
い
う
。
）
が
解
散

し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
旧
基
金
の
解
散
の
登
記
を
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

登
記
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
嘱
託
に
係
る
解
散
の
登
記
を
し
た
と
き
は
、
旧
基
金
の
登
記
用
紙
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
承
継
し
た
債
権
の
回
収
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
金
融
機
関
）
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第
十
五
条

改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
銀
行
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
協
同
組
合

と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。
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理

由

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
の
設
立
に
伴
い
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令

の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
同
基
金
が
承
継
す
る
資
産
に
係
る
評
価
委
員
の
任
命
等
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


